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制 度 名 女性が変える未来の農業推進事業 
主管課名 

農業技術課 

研究・普及 G 

問合せ先 029-301-3936 

目的・趣旨 

女性農業者の能力の発揮等による農業の発展、地域経済の活性化のため、

女性が働きやすい環境づくり、女性グループの活動推進、地域のリーダーと

なる女性農業経営者の育成、女性農業者の活躍事例の普及等の取組を支援。 

〔対象団体〕 

市町村、農業委員会、JA、土地改良区等関係団体、公社、法人等民間団体、 

女性農業者グループ、協議会等 

〔対象事業〕 

（１）女性が働きやすい環境の整備 

    女性農業者の育児と農作業のサポート活動、家族経営協定の締結に向けた相談会

の開催等 

（２）女性活躍の理解促進 

    農村地域の男性の意識改革を促すこと等を狙いとした研修会の開催等 

 （３）地域の女性農業者グループの活動推進 

    地域の女性農業者グループによる試作品の開発や先進事例調査等、女性農業者グ

ループが抱える課題解決に向けた研修会の開催等 

 （４）女性リーダー育成 

    将来の農業委員や JA 役員の候補となる女性農業者を対象とした研修会や、現役

の女性農業委員、JA 役員との勉強会の開催等 

〔補助要件等〕 

（１）協議会及び女性農業者グループについては、その目的や代表者等の運営に関して

必要な事項を規約等により定め、全構成員が同意していること。 

（２）管理運営についての代表者及び経理担当者を定め、実施体制を整備すること。 

〔対象経費〕 

消耗品、旅費、謝金、技能者給、賃金、役務費、委託費、専門員等設置費、備品費、

会議費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料 等 

〔補助限度額等〕 

 （１）の事業のうち女性農業者の育児と農作業のサポート活動は 100 万円/県（簡易的

な託児スペースの設置については要望額の半分）まで。 

 （２）～（４）の事業については合計 300 万円/県まで。 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

女性が変える未来の農業推進事業 定額 - - - 

〔令和６年度当初予算額〕 

    3,000 千円 

〔令和６年度補助対象団体〕 

令和６年４月頃決定予定 

〔備考〕 

 


